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別紙  

被告製品目録  

 

１  被告製品の構成態様  

 

 (1) ドラム式洗濯機の格子状に形成されたリントフィルタに装着して使

用する不織布性の使い捨てフィルタ１である。  

 (2) 長方形状の本体部１１と，長手方向の端部に突起部１２を一体に備

えている。  

 (3) 本体部１１は，長手方向が１６０ｍｍ，幅が７０ｍｍである。  

 (4) 突起部１２は，長方形の先端が半円形状で，幅が２０ｍｍ，高さが

３０ｍｍである。  

 (5) 本体部１１の長手方向の中ほどより上部に，長手方向のスリット１

３と，該スリット１３に直交する横方向のスリット１４とからなる十字状

のスリットが本体部１１の幅方向に４列，合計６か所形成され，幅方向の

外側の２列の十字状のスリットを構成する長手方向のスリット１３は長手

方向に断続している。  
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２  被告製品の形状  
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３  被告製品の包装外観  
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別紙  

原告製品目録  

 

１  原告製品の構成態様  

 

 (1) ドラム式洗濯機の格子状に形成されたリントフィルタに装着して使

用する不織布性の使い捨てフィルタ１である。  

 (2) 長方形状の本体部１１と，長手方向の端部に，糸屑を捕集した使い

捨てフィルタをリントフィルタから取り外す際に摘み部として用いること

ができる突起部１２を一体に備えている。  

 (3) 本体部１１は，長手方向が１７０ｍｍ，幅が８０ｍｍである。  

 (4) 突起部１２は，先端先細の台形状で，下底が４ｍｍ，上底２ｍｍ，

高さが４０ｍｍである。  

 (5) 本体部１１の長手方向にスリット１３が本体部１１の幅方向に６列

形成され，該スリット１３は長手方向に断続している。  
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２  原告製品の形態  
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３  原告製品の包装外観  
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